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前橋市こども基本条例について

１ 素案に関するパブリックコメントの実施結果（書面報告済み）

資料２

意見募集期間
令和７年７月１５日〜同年８月２９日

意見提出者数
１１５名（１８歳以上４８名、１８歳未満６７名）
※この他、提出要件を満たさない（氏名等記載なし）意見 １名

提出された意見数
１４８件

No. 項目 意見数

１ 全体に関する意見 ５６

２ 名称に関する意見 ３

３ 前文に関する意見 ５

４ 第１章総則に関する意見（第１条〜第３条） ６

５ 第２章大切なこどもの権利に関する意見（第４条〜第８条） １６

６ 第３章こどもの権利を保障するための役割に関する意見（第９条〜第１４条） ９

７ 第４章こどもの権利の普及推進に関する意見（第１５条〜第１６条） ９

８ 第５章雑則に関する意見（第１７条） １

９ その他意見 ４３

合 計 １４８
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２ パブコメ後の経過

・意見の反映、法規担当課による審査、条例議案確定
・第４回定例市議会へ条例議案を提出（11/27）
・市議会が条例議案を審議、可決（12/8）
・条例を公布（12/10）

３ 今年度実施予定の主な周知

一般向け周知
・広報まえばし２月号、４月号（計画と合わせて）
・前橋市ホームページ
・まちの安全ひろメール、公式LINE

こども向け周知
・すぐーる配信（市立学校のみ）
・各学校に周知依頼

５ パンフレットの作成

配布方法
窓口等
※データはホームページに掲載

６ 周知用クリアファイルの作成

配布対象
市内の小学４年生〜中学３年生

規格
A4判、カラー両面

サンプル

規格
（紙）A4判冊子８ページ
（データ）PDFファイル
※大人向け、こども向けを
それぞれ作成

配布方法
学校と連携して配布

４ 次年度以降の主な周知

ワークショップでのこどもの意見を参考に、次のとおり実施
・広報まえばし等での周知
・前橋市こどもの権利の日（11/20）に合わせた普及啓発
・学校と連携した周知

※パンフレット、
クリアファイル
（共通）

作成時期
現在、業務委託によ

り作成中

配布時期
令和８年４月予定
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